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３．具体的提言（４）論点別整理

論点１： セキュリティ

 PDS、情報銀行、取引市場自体のセキュリティをどう確保するのか。
情報銀行等からデータの提供を受ける第三者のセキュリティレベルをどう確保するのか。

15

論点２：データの標準化、互換性の確保、APIの公開、データの所有・利用等に関する
権利の整理

農業分野におけるこれまでの取り組みを参照できるのではないか。各分野でデータの標準化等に
取り組む必要があるのではないか。
 本来であれば業界が集まってルール決めをするべきだが、競争環境下で事業者がAPI公開など

に自主的に対応するよう誘導する仕組みは実現可能か。
 公開した方が儲かるという流れが望ましく、そのような自主的なインセンティブは働かないか。
 データ形式の標準化については、サービスの多様な形態の発展に応じて柔軟に対応できるよう

な仕組みにする必要があるのではないか。

 データの所有・利用等については、まずは利用規約等において消費者と情報銀行等と第三者の権
利や義務を明示する必要があるのではないか。



３．具体的提言（４）論点別整理

論点３：事前相談窓口
 民間企業や国民が事前に相談できる窓口が必要ではないか。

論点４： 苦情処理・紛争解決手段
 データの不適切な利活用等の解決を全て裁判に委ねるとビジネスは回らない可能性があるため、
適切かつ迅速に対応できる苦情・紛争処理を含めた事後対応の仕組みが必要ではないか。
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論点５：データ流通・活用に関する透明性の確保

 サービス利用規約等において、データの流通・利活用状況の見える化を規定してはどうか。



３．具体的提言（４）論点別整理
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論点６：トレーサビリティ、データポータビリティ、データ削除の確保

消費者視点からは、自らのデータがどの事業者に提供されているか、どのように活用されているか
を確認でき、希望する場合には、利用を停止したり、データを他の事業者に移転したり、データを
削除したりできることが望ましいのではないか。
 多様なデータの流通・活用に向けて、ＰＤＳ、情報銀行、データ取引市場のみならず、個人情

報を管理する事業者を含め幅広い関係者が取り組むことが望ましいが、まずはＰＤＳ、情報
銀行、データ取引市場の事業を営む者による対応を促すこととしてはどうか。

 公的調達によるシステム開発等であって、収集・管理するデータのコピーを本人に対し電子
フォーマットで提供することが有益なものについて、データポータビリティへの対応を推奨してはどう
か。



３．具体的提言（４）論点別整理

論点７： PDS、情報銀行、取引市場による適正な業務遂行の確保

 PDS、情報銀行、取引市場が適正に業務を遂行しているかを消費者自身が確認することは容
易ではないが、データの流通・利活用を促進するため、事業者の業務遂行に対する消費者の信
頼を得られるような仕組みが必要ではないか。
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論点８：国民が自らのデータを管理することについての普及・啓発・教育

国民・消費者にどのように浸透させるのかが課題。

消費者からの相談に対応できる人材の育成が必要ではないか。

論点９：データの囲い込みの問題、オープンデータの推進

 データを保有する事業者には、データを公開または流通させるモチベーション、インセンティブがあま
りない。


